
大学院等の設置の趣旨及び特に設置を必要とする理由を記載した書類 

 

ア 設置の趣旨及び必要性 

（ａ）教育研究上の理念、目的 

北海商科大学（以下「本学」という）は、「開拓者精神の涵養」という建学の精神

に基づき、最高の学術とその応用を研究教授し、広く知識を授け、北海道の発展と

文化の向上に寄与することを目的として教育研究活動を実践してきた。学校法人北

海学園（以下「本学園」という）に所属する本学は、昭和 52 年に北見市に設置され

た北海学園北見大学を平成 18 年に札幌市に移転し、同年校名を北海商科大学に変更

した。北海学園北見大学では、「地方の時代」に相応しく、地方の要望に応える形で、

「公私協力方式」という新設置形態の嚆矢の大学として、地域との交流を深め地域

の振興に大いに貢献し、地域経済・社会に貢献する人材を多数輩出してきた。しか

し、その後、地方における少子化の急速な進展及び第一次産業を中心にする地方産

業の衰退が加速し、地方での人材需要の減退などによる定員確保が困難という事態

に直面した。本学園は、こうした問題は単に地方に特有な原因や個別的な大学自身

の問題として捉える観点から脱却すべきであることを確認し、むしろそれが日本に

おける教育制度全般とりわけ高等教育制度の再編成の動向にいかに対応していくか

を問いかけている問題であると捉えなおし、北海学園北見大学の札幌移転と校名変

更を決断し、実施した。 

札幌移転後、現代社会の急速なグローバル化の動向に対応した教育研究を実践す

るため、とりわけ東アジア経済の台頭を意識して、「アジアの時代にアジアを学ぶ」

ことを教育方針（大学の使命）に掲げ、今日の新事態に対応した教育研究の展開を

目標にしている。しかし、グローバル化時代がいかに高潮を迎えようとも、グロー

バル世界にすべてが覆われて、北海道という地域的立脚点が失われてしまうという

ことを意味するわけではなく、世界が多元的で多様な価値観を内包する世界に移行

するだけであり、本学が立脚点とする北海道がグローバル世界の中で多様化される

ということを意味するにすぎない。本学は、北海学園北見大学からの「地域に根ざ

した教育研究」の理念を踏襲し、多様な価値観を内包する世界のうち東アジアとり

わけ北東アジア（本学では、「北東アジア」は日本・中国（台湾・香港を含む）・韓

国を指し、これに東南アジア・アセアン諸国を合わせて「東アジア」と定義してい

る）の動向に注目し、「アジアの時代にアジアを学ぶ」ため、この新たな事態に対応

する教育研究の体制を構築しようとしている。 

 

（ｂ）大学院教育研究の意義 

 本学は、科学技術の高度化、情報化の進展を背景に急速かつ複雑な社会経済の変

化を引き起こしているグローバル化の情勢に十分に対応できる大学教育を展開して

いるが、学部教育では達成しきれない専門分野における教育研究の必要性を痛感し

ている。そのため、これまでの学部教育において展開してきた商学（商学科、観光
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産業学科）分野の教育内容を基礎とし、さらにコマース及びビジネス分野（経営・

流通及び観光サービスを包括する分野）の専門性（専門的知識・技術の習得）を向

上させていくことを目指して、大学院商学研究科ビジネス専攻修士課程を設置する

ことにした。 

商学研究科ビジネス専攻修士課程（以下「本研究科」という）では、基礎・基本

を重視する学部教育と、高度な専門性の応用を目的とした大学院教育との連携を密

にし、継続性に十分配慮した教育研究体制の整備や教育研究内容の充実を図る。さ

らに課程制大学院制度の趣旨を踏まえた大学院教育の実質化を目指し、実践的な研

究者等の養成と専門的な職業を担うための卓越した能力を有する人材を養成するこ

とにより、地域社会への貢献を果たす。 

また、本学園が別に設置する北海学園大学をはじめ、道内の国立及び私立大学の

大学院には、経済学、経営学に関する研究科は設置されているが、商学関係は少な

く、小樽商科大学に商学研究科現代商学専攻が設けられているのみである。特に道

内の大学には、北東アジアを主とする東アジア地域との観光サービスや商取引を視

野に据えて高度専門的な知識や能力の育成を目指す大学院研究科は存在しないので、

その点からも、本研究科の設置の意義は大きいと考えられる。 

 

（ｃ）人材養成 

（1）地域社会の要請 

この数年の日本における急激な社会変化のなかで、大学の社会的役割が変革を迫

られている。学生はかつてないほどに多様化し、もはや大学は「学問の府」、「知識

伝授の場」というだけでは十分でない。これからの大学教育は、大学の機能を実務

的なノウハウの供与や習得のみに収斂させることなく、大学自体が教育研究につい

ての明確な理念や教育目的に基づき、論理的思考力や豊かな構想力を備えたリーダ

ー的存在になりうる人材を陶冶していくことに専念しなければならない。 

本学が位置する北海道においては、産業集積度が薄く、特に公共事業依存的体質

や積雪地帯という立地上のデメリットから、構造改革を通した高度発展の可能性を

実現するまでには至っていないが、北海道における官学産の協働による「北海道経

済活性化戦略ビジョン」では、北東アジア地域との経済及び観光を「北海道経済活

性化」の主要な柱と位置づけ、今後、当該地域との経済的・文化的交流、ビジネス

交流を拡大することをもって北海道経済の発展戦略にする展望を描いている。（資料

１：「北海道経済活性化戦略ビジョンの概要」（平成 19 年に北海道庁が策定）） 

こうした課題に対応するためには、グローバル化を見据えた地域振興を担いうる

適格な人材を養成するとともに、多様な活力を取り込んで実践的なコマース及びビ

ジネスのプログラムを展開しうる新しい発想を培っていかなければならない。これ

までのような国内あるいは地域に限定された「地域振興モデル」の構想は、東アジ

アとりわけ中国・韓国・台湾等を中心とする北東アジア地域が製造拠点としてだけ

でなく消費拠点として成長してくるにつれて色あせ、従来とは異なる新たな事態に
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対応した地域振興の方策が必要とされている。グローバル化が進展するなかで北海

道が地域振興のターゲットとするところは、日本の他の地域というよりもむしろこ

の東アジアとりわけ北東アジア地域であると認識され始めており、そのため道内の

産業界、行政、教育界においても、東アジア・北東アジア地域の情報に長け、それ

らを的確に分析しうる能力を備えた人材育成への期待が大きい。（資料２：北海道、

札幌市、札幌商工会議所、北海道経済連合会、社団法人北海道観光振興機構、北海

道旅客鉄道株式会社からの要望書） 

本学は、こうした人材や販路、提携相手などを広く東アジア及び北東アジア地域

に求めていく地域社会の要請を、学部段階における教育研究システムに取り入れ、

グローバルな視角からのコミュニケーション能力や実践的コマース及びビジネスに

関する知識と能力を身につけた人材育成に努めている。大学院本研究科においても、

さらに高度な専門教育研究体制を整備し、個々の領域で専門的研究を深耕するとと

もに、それらを学際的・実践的に統合再編成する総合的な能力を有した人材を養成

することを目指しており、これこそが、北海道という地域の求める社会的、経済的

要請に応える方途であると考えている。 

 

（2）どのような人材の養成か 

本研究科の目指す人材育成は、以下のとおりである。 

① グローバル化の進展さらに東アジアとりわけ北東アジア地域の経済的台頭と

いう新しい時代及び状況に対応しうる企業理念の構築や未来に向けた組織づく

りのため、コミュニケーション能力、コマース及びビジネスに関する専門的知

識・能力を大いに発揮し、新たな経営戦略を具体的に企画できる人材 

②「アジアの時代」に十分に対応しうる企画力を有し、実践的なコミュニケーシ

ョン能力を身につけた観光及びコマースに関するプロフッショナルな人材 

③ 学際的領域を常に視野に置き、コマースとビジネス及び観光に関する学理を修

得し、その実践化を可能とする研究者 

上記に掲げるように、時代の要請に応え、高度な専門的知識・能力を備えた職業

人あるいは学術的研鑽を積み、その実践化を図る研究者を育成すること、さらにリ

カレント教育等により、新たな企画力とコミュニケーション能力を磨き、時代に適

応した組織を構築（再編）し、地域社会に貢献する人材育成を、本研究科の使命と

考えている。  

   なお、本研究科修了後の具体的な進路と社会的役割に関して、以下のように

考えている。 

① 北東アジア地域を市場とする商業・流通系及び観光系の企業をはじめ、公益特

殊法人や地方公共団体など幅広い職業分野において、企画部門、経営管理や経

営戦略などの経営を支える中核的な役割を果たす。 

② 道内各地の自治体が進める観光事業等において、事業の推進発展のため、専門

的知識と能力を発揮し、地域社会を支える。 
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③ グローバルな視角から、特に 21 世紀社会が抱える課題である環境問題をも視

野に入れて、企業経営や観光産業において、高度な知識と理論を身につけるこ

とにより、リーダシップを発揮する。 

④ 大学院博士課程等への進学、特に本学と協定を締結している中国や韓国の大

学・研究機関へ進学する。 

 

イ 修士課程までの構想か、博士課程の設置を目指した構想か 

現段階においては、本研究科は修士課程のみの設置を計画しているが、今後予想

される一層のグローバル化の進展及び北東アジアとのコマース及びビジネスの機会

の増加という社会経済の要請に応え、さらに高度な専門的知識・能力を育成するた

め、博士（後期）課程の設置についての検討を行っている。 

 

ウ 研究科、専攻等の名称及び学位の名称 

 本学が設置を構想する大学院「商学研究科ビジネス専攻修士課程」は、コマース

及びビジネスに関する能力の専門的知識・技術の習得を教育研究上の目的にしてい

る。したがって、研究科及び専攻の名称は、「商学研究科」及び「ビジネス

専攻」とし、学位に付記する専攻分野の名称は、基礎となる学部との連関により、

「商学」とする。 

英訳名称については、国際的な通用性に留意して、研究科を「Graduate School of 

Commerce」、専攻を「Master’s Program in Business」とする。 

 

エ 教育課程編成の考え方及び特徴 

（ａ）教育課程編成の基本方針 

（1）北海道経済は、急速に進展する市場化・国際化に対応して東アジアをターゲ

ットとする具体的な施策を緊要とされている。そのため、グローバル化を見据

えた地域振興を担いうる人材を養成し、多様な活力を取り込んで実践的なコマ

ース及びビジネスのプログラムを展開しうる新しい発想を培っていかなければ

ならない。本研究科の教育研究では、個々の領域で専門的研究を深耕するとと

もに、それらを学際的・実践的に統合再編成する総合的な能力の涵養を図る教

育課程を編成する。 

（2）高度専門的な技能と能力を備えた職業人の育成及び幅広い視野と知識を身につ

けようとする社会人のリカレント・リフレッシュ教育に相応しい教育課程を編

成する。 

（3）本学がこれまで築いてきた中国・韓国等の大学及び研究機関との研究・教育分

野での交流をいっそう活性化させ、研究・教育の相乗効果をもって、本研究科

の教育研究の充実だけでなく、地域社会の課題や要請にも対応して、その活性

化に大いに寄与できるような教育課程を編成する。 

（4）東アジア地域における研究者及び産・学・官の交流は活発になっており、とり
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わけコマース及びビジネス分野での相互交流は重要性を増している。本研究科

の設置により、研究者等の受入れ体制や研究指導体制をさらに整備して相互交

流の場や機会を拡大し、相互交流の所産や成果を教育研究に反映させて教育課

程の充実を図る。 

（5）本学に、大学院の教育・研究と緊密に連関する研究所（「北東アジアビジネス

研究所（INEASIA）」、以下「イニーシア」という）を平成 23 年度から設置し、

さらに北海学園北東アジア研究交流センター（HINAS、以下「ハイナス」という）

ともいっそうの連携を図り、本研究科の学生を、イニーシアやハイナスの研究

活動に積極的に参加させて、教育課程の実践面での充実を図る。 

 

（ｂ）具体的な教育課程の編成についての特色 

（1）中央教育審議会答申「新時代の大学院教育」を踏まえ、課程制大学院制度の趣

旨に沿って、学部教育との継続性と専門性に配慮し、より高度な専門教育及び

研究を行うことを目的とする本研究科は、教育課程を以下のような五つの科目

群から構成される研究・教育体制を構築する。 

① 第 1 の科目群は「北東アジアコミュニケーション基礎科目」である。本研

究科では、社会人のリカレント・リフレッシュ教育に貢献することを目的の

一つに掲げており、さらに他大学出身者も積極的に受け入れることを考慮し、

本研究科が対象とする学問的領域の基礎を修得し、その応用と実践にステッ

プアップを図るため、北東アジアに関する語学、社会文化、経済を包括する

選択科目を配置している。大学院への進学傾向と大学院で取り組む専門領域

は、社会のグローバル化や多様化を反映して、きわめて広範囲なものに及ん

でおり、それらに対応するためにも、この科目群は大きな意義を持つと考え

られる。また、以下の（2）に述べるように、本学が協定を締結している海外

の大学及び研究機関等からの留学生の受入れを考慮し、日本及び東アジアに

関する講義を配置している。具体的科目として、「アジア語学専修（中国語・

韓国語）」、「中国文化論特殊講義」、「韓国文化論特殊講義」及び「日本経済論

特殊講義」を配置する。 

② 第 2 の科目群として「東アジア関連科目」を配置する。北海道が東アジア

特に中国・韓国・台湾・香港という近隣諸国・諸地域との経済交流及び観光

事業に大きく関与している現状は、これからも継続する所与の条件である。

本研究科の教育研究の主旨からも、こうした現状を分析し、今後の方向性を

見据える必要性があり、次に掲げる各専門科目群の講義と相互に関連させな

がら、たえず東アジアにおける問題を考慮しつつ教育研究を遂行できるよう

な体制とする。具体的には、「東アジア経済論特殊講義」、「東アジア市場論特

殊講義」及び「東アジア地域振興論特殊講義」であり、このうちの 2 科目 4

単位を必修とする。 

③ 第 3 の科目群には主として「商学関連科目」、第 4 の科目群には主として「観
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光産業関連科目」を配置している。大学院課程の専門分野を 2 分野にするこ

とは、学部における学科教育（商学科・観光産業学科）との関連性をより緊

密なものとすることを考慮したからである。商学科及び観光産業学科におい

て学んできた学生たちに、大学院においてさらにコマース及びビジネスの要

素を導入した教育・研究を継続させることによって、商業及び観光業のマネ

ジメント、政策企画、物流等の各側面から専門的・統合的かつ実践的な能力

を育成する科目を配置している。 

商学関連科目として、具体的には、「商業政策論特殊講義」、「経営分析論特

殊講義」、「物流システム論特殊講義」、「流通戦略論特殊講義」、「国際金融シ

ステム論特殊講義」、「マーケティング特殊講義」、「税務会計論特殊講義」及

び「管理会計論特殊講義」を配置する。 

観光産業関連科目として、具体的には、「観光産業論特殊講義」、「観光振興

論特殊講義」、「観光情報システム論特殊講義」、「都市景観論特殊講義」、「観

光調査論特殊講義」、「観光環境論特殊講義」、「地域開発環境論特殊講義」、「地

域開発システム論特殊講義」を配置する。 

④ 第 5 の科目群として配置しているのが必修の「課題研究演習」と「特別研

究指導演習」である。この科目は、2 年間を通して一貫した演習形式による

授業体制をとるものであり、文献や現地調査を通じて専門分野における基礎

的な研究能力の養成と研究意識を涵養するとともに、2 年次には、研究成果

に関する修士論文を作成するための正・副指導教授による個別研究指導を行

う科目として、6 単位を配置する。 

（2）本学は、中国、韓国等の大学及び研究機関と学生及び教員の交換協定を結び、

積極的な相互交流を推進している。（資料３：協定校との協定書・覚書（写）及

び留学生受入れ実績一覧）中国政府のシンクタンクであり同国の社会科学研究

の最高学術機関である中国社会科学院もそのひとつであり、本学内に同社会科

学院の北海道研究交流センターを開設している。（資料４：中国社会科学院との

学術交流協定書及び実施細則（写））このような交流協定校・研究機関からの交

流協定に基づく派遣教員による特別講義を配置することにしている。派遣教員

の専門によって各関連科目の講義に振り分けるが、主として、期間を限った集

中講義を予定している。 

また、多年にわたるこのような交流の実績を発展的に継承し、研究・教育で

の資料収集や文献収集等で相互交流を深化させるだけではなく、将来的にはこ

れら協定校の大学院との学位交換制度等の導入についても検討している。 

 

オ 教員組織の編成の考え方及び特色 

 本研究科においては、コマース（流通及び観光サービスを包括する分野）及びビ

ジネス（経営分野）を研究対象とし、グローバルな視角からのコミュニケーション

能力と実践的コマース及びビジネスに関する知識と能力の水準を高め、社会に貢献
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できる人材を養成することを目的としていることから、専任教員の配置については、

本専攻を構成する主要分野の授業科目に専任教員を配置する計画である。 

 具体的には、商学分野における専任教員数として 5 名（うち教授 5 名）、観光産業

分野 7 名（うち教授 7 名）を配置するとともに、関連分野における専任教員として

東アジア関連分野 2 名（うち教授 2 名）、北東アジアコミュニケーション基礎分野 2

名（うち教授 2 名）を配置する。 

 本学では、専任教員の担当講義時間数を週当たり最大 6 講義に制限しているので、

大学院における授業担当科目については、学部教育との調整を図り、教員の負担や

学生への指導に不具合が生じることがないよう配慮する。 

 また、専任教員の配置計画において、「学校法人北海学園就業規則」に定める停年

齢に学年進行中に達する者を専任教員として配置しているが、当該専任教員につい

ては、本学園が別に定める特例措置により停年延長を行い、本研究科の教育体制の

一貫性、安定性そして実質化を図る。（資料５：就業規則（抄）） 

教員組織の年齢構成については、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化

に支障がないよう配慮し、学部担当教員からの昇格並びに退職教員の補充採用を進

める。 

 

カ 履修指導・研究指導の方法及び修了要件 

（ａ）修了要件 

 本研究科修士課程の修了要件については、本学学位規則に基づき、2 年以上在学

し、体系的に教育の課程を履修し、東アジア関連科目のうち 2 科目 4 単位及び「課

題研究演習」4 単位、「特別研究指導演習」6 単位を含む 30 単位（但し、この内には、

北東アジアコミュニケーション基礎科目の取得単位を含まない）を修得するととも

に、所定の研究指導を受けて修士論文を提出の後、論文審査及び口頭試問に合格す

ることが必要である。この間、複数の指導体制のもとで研究計画書による研究の進

捗状況を確認するとともに、中間報告会や論文発表会を課し（本学設置の研究所等

を活用）、これらを通して学位の質を担保し、円滑な学位授与を行えるようにする。 

 

（ｂ）履修指導 

 本研究科は、大学院における講義及び研究指導上の観点から通年開講による講義

等を展開するが、教育効果・研究の進捗状況等の把握など、よりきめ細かい指導を

行うため 1 年を前後期に分けた研究指導体制をとる。 

学生には入学時、商学あるいは観光産業学のいずれの分野かを選択させる。この

選択によって、第 1 年次前期では、各分野の科目のうち学生自身の研究分野に最も

関連性の高い特殊講義及び課題研究演習を複数選択履修させる。この選択履修を踏

まえ、各学生の研究テーマに即し、指導教授と副指導教授を選考、決定する。次い

で第 1 年次後期では、指導教授及び副指導教授の指導の下に講義を履修し、さらに、

研究テーマに即した論文を作成できるような態勢づくりを行う。さらに第 2 年次前
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期では、指導教授の特別研究指導演習、後期に指導教授及び副指導教授の特別研究

指導演習を履修し、両指導教授による個別指導の下できめ細かく密度の濃い論文指

導を行う。この論文指導については、修士論文対象の学生を本学園のハイナス及び

本学の研究所（イニーシア）における研究課題に積極的に参加させるなどして、学

術的に高い専門性を有する論文作成を指導する。 

研究指導とも関連して、第 1 年次は 24 単位以内、第 2 年次は 12 単位以内に単位

取得を制限する。入学時から第 1 年次前期の間に細かな履修指導と研究計画書作成

の指導（課題研究演習を活用）に配慮し、第 2 年次後期までの 2 年間で修士論文を

仕上げることができるよう研究指導体制を整備する。（資料６:大学院における修士

論文作成スケジュール、資料７：履修モデル、資料８：時間割） 

学生が本学と協定を締結している海外の大学あるいは研究機関への協定に基づく

留学（6 ヶ月以上）を希望する場合は、第 2 年次後期からの留学を指導し、留学期間

を含める 3 年間での修士論文作成を基本とするよう指導する。（資料７:履修モデル

４）また、同協定校及び研究機関での資料等の収集や短期集中講義の聴講については、

当該学生の希望と必要性など研究計画に基づき、指導教授が的確に判断対応する。 

修了試験については、論文提出後、それぞれの修士論文についての審査委員会（指

導教授・副指導教授の他、3 名の審査委員）を設け、論文審査と口頭試問を行う。

試験に合格した修士論文については、製本して図書館に収め、修士論文コーナーに

て公開する。また、優秀な論文については、ハイナス及びイニーシアの研究所にお

ける紀要（電子ジャーナルなど）等に掲載、公開する。 

なお、国内外の諸大学院との「単位互換制度」を積極的に締結しようと考えてお

り、これにより、大学院間交流がさらに促進され、本研究科学生の研究活動に効果

的な刺激を与えることが期待できる。とりわけ、本学が協定を締結している海外の

大学あるいは研究機関との教育研究交流を積極的に推し進め、必要に応じて大学院

間での単位互換を実現するとともに、さらに本研究科の学生のこうした協定校・研

究機関の博士課程への進学についても具体的な検討を行っている。 

 

（ｃ）研究指導 

本研究科学生の研究指導については、研究テーマに即した指導教授及び副指導教

授を主体にする組織的研究指導体制で臨み、研究計画書の作成から研究の途中経過

のまとめなど研究過程にも十分配慮し、最終的に体系的な学位論文を完成させる。

第 2 年次前期には、第１回の修士論文中間報告会を開催し、修士論文提出予定者の

研究内容の概要報告を受け、当該学生の研究計画書の実施状況を確認する。（資料

６：大学院における修士論文作成スケジュール） 

また、組織的教育指導体制をいっそう強化するため、研究指導教授以外の教員か

らも、研究上必要となる知識を修得し、能力を培う機会を日常的に提供するため、

教員のオフィス・アワーを設定するほか、ハイナスやイニーシアといった研究所主

催の研究例会に学生を出席させ、自らが課した研究課題へのインセンティブの向上
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を図る。 

 

キ 施設設備等の整備計画 

 本学校舎は、地下鉄東豊線「学園前」駅と地下で直結しており、札幌市の中心部

から５分ほどで通学できる利便性の優れた立地となっている。北海道は、特に冬期

間、積雪による交通麻痺等をはじめ様々な弊害が生じるが、地下鉄を利用し通学す

ることにより、そのような弊害はかなり緩和され、一般の学生はもちろん、市街中

心部で勤務しながら社会人として大学院進学を志す者にとっても、日々の修学をよ

り計画的かつ快適なものにできると考えられる。 

本研究科は、本学校舎 7 階に、大学院専用階を既に設けているが、平成 22 年度中

に、大学院の教育環境の向上を企図し、資料室の拡充改修工事を行う。同資料室に

は、研究用の図書、雑誌等が収蔵され、本研究科学生の研究資料収集の他、学生あ

るいは教員との会議、打合せ、討論を行う多目的なスペースとしての活用を図り、

パソコン、プリンターさらに専用ソフトウェアによる研究資料の作成等もできる施

設として整備する予定である。 

平成 23 年度の開設時には、講義室 3 室（38.41 ㎡/収容人数 12 名、29.47 ㎡/収容

人数 12 名、43.37 ㎡/収容人数 12 名）、研究室（自習室）2 室（40.15 ㎡/収容人数 6

名×2 室）及び上述した資料室 1 室（78.20 ㎡/収容人数 18 名）が、本研究科専用施

設として使用される。（資料９：平面図及び室内見取図等） 

また、本研究科学生の研究室には、キャレルデスク及び書架、ＯＡ機器、学内 LAN

配線、ハイナス及び本学が設置する研究所と LAN 配線された検索システムを既に配

備しており、研究室における研究環境の充実が図られている。さらに同階には研究

指導教授等の研究室を配置しており、常時学生の相談等に応じられる態勢も整えて

いる。 

本研究科における教育研究に必要とされる図書等の資料は、本学 2 階図書館（閲

覧席 71 席、レファレンスカウンター、情報検索の端末等を設置）に約 3 万 8 千冊所

蔵されており、本学園が設置する隣接の北海学園大学の附属図書館（所蔵図書約 90

万冊）とも、相互貸借システムを構築している。 

本研究科を設置した場合においても、現状で十分に対応可能であると考えている

が、大学院設置を機に、十分な予算配分により関連図書や電子ジャーナル（1.「Asia 

Pacific Business Review」、2.「Asia Pacific Journal of Operational Research」、

3.「Asian Economic Papers」、4.「Business and Society Review」、5.「Business Law 

Review」6.「Corporate Governance: An International Review」、7.「Journal of 

Chinese Economics and Business Studies」、8.「Journal of Enterprising Culture」、

9.「Journal of International Business Studies」、10.「Pacific Review」）11.

「CNKI 中国学術雑誌＠CAJ：政治・軍事・法律」、12.「CNKI 中国学術雑誌＠CAJ：

経済・管理」によるデータベースを充実させることとしている。 

また、本学校舎の地下 1 階には、教育環境整備の一環として、厚生施設としての
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売店及び食堂が設置されており、本学の学生が、経済的かつ安心して利用できるよ

う配慮がなされている。 

 

ク 既設の学部との関係（資料１０：既設の学部・学科との関係図） 

 既設の商学部（商学科及び観光産業学科）においては、「アジアの時代にアジアを

学ぶ」を教育目標に掲げ、教育研究体制を大幅に改編し、徹底した語学教育（留学

制度の導入）と基礎教育科目（社会・経済・コンピュータに関する基礎教育）を配

置し、第 2 年次後期からの専門教育（商学及び観光産業）に引継ぎ、さらに上級年

次における実践的な専門キャリアアップ教育（APQ、Advanced Professional 

Qualification）へと繋げている。 

大学の教育目標を具体的に設定し、カリキュラムの充実を図り、現今の情勢に対

応するグローバルな動向や地域経済の将来展望を見据えた教育体制のあり方は、大

学進学を志す者にも評価され、札幌移転前には入学定員に満たなかった本学の志願

者数は年々増加し、3 年を経ないで定員の 3 倍を超える（推薦者数を含む）までと

なった。同時に、偏差値等にみられる入学生の学力及び意欲レベルの向上、さらに

入学後の資質向上も実現された。「アジアの時代にアジアを学ぶ」をモットーにした

学部教育における実践的なコマース、ビジネス及びコミュニケーション能力の向上

を目指した教育研究の展開を通して、学生たちのアジアへの興味と関心が喚起され、

将来のアジアを目指したキャリア形成に目が向けられ、高度専門職業人へと成長し

ていこうとする意欲も湧き出ている。 

 このような学生の意向等を踏まえて、本研究科においては、学部教育との接続性

と専門性を考慮したうえで、実践的なコマース、ビジネス及びコミュニケーション

能力等学部教育で培われた専門的素養のある人材に対し、その専門性をいっそう向

上させることにより、「アジアの時代」に相応しい幅広く深い学識と研究能力に加え、

高度の専門的な職業を担うための卓越した知識や能力を有した人材育成に重点を置

いている。 

 

ケ 入学者選抜の概要 

 本研究科においては、学部段階での商学分野に関する基礎的かつ基本的な資質能

力を習得した者へのより高度な専門教育を目的としていることから、入学受入れの

対象者としては、本学の学部教育を修了した者（資料１１：大学院進学志望アンケ

ート結果）、他大学の卒業生、本学が協定を締結している中国の山東大学威海分校、

煙台大学、韓国の大田大学校（資料３：協定校との協定書・覚書（写）及び留学生

受入れ実績一覧）あるいは研究機関（資料４：中国社会科学院との学術交流協定書

（写））からの留学生（３名程度）、リカレント・リフレッシュ教育に資する社会人

（資料２：自治体からの要望書等）などであり、教育機会の拡大と多様な学生の受

入れに積極的に対応する。 

個別な説明は以下のとおりである。（資料１２：学生募集要項） 
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（1）本研究科の一般入学試験は、まず出願時に「研究計画書」を提出させたうえで

筆記試験（専門及び語学-英語・中国語・韓国語）及び口述試験を実施し、その

結果について、本学大学院研究科委員会で判定を行い、合否並びに第 1 年次前

期を担当する指導教授を決定する。 

（2）本研究科教育課程の理念に基づき、他大学の卒業生等については、必要により

口述試験の際に、「北東アジアコミュニケーション基礎科目」履修の必要性につ

いて確認・指導を行い、この確認・指導の内容を十分勘案して、総合的に合否

の判定を行う。 

（3）留学生の受入れは、原則として、本学が協定を締結している大学あるいは研究

機関からの派遣留学生（交換留学生）とする。したがって、この場合、留学が

交流協定に則って実施されるため、派遣校において専門科目（商学・流通・経

営学系及び観光サービスのいずれか）及び日本語能力等の選抜試験を行い、本

学大学院研究科委員会において最終的な合否の判定を行う。同制度による留学

生受入れは、各協定校及び研究機関につき、原則として、年間各 1 名とする。 

（4）科目等履修生や聴講生等の受入れについては、教育に支障のない範囲で受入れ

るものとする。 

（5）社会人等の入学、特に次項コに記す第 14 条特例による場合は、特に定員に特

別枠を設けないが、一般学生の志願状況等を勘案し実施する。選抜に関しては、

前記(1)により実施するが、社会人の特殊性を考慮し、志望理由書に関する口頭

試問に重点を置き、問題関心の高さ、勉学意欲の強さ等を特に勘案して判定を

行う。 

   なお、本学が定義する社会人とは、大学を卒業後数年経ており、職業等に従

事のため昼間に大学院に通学できない条件を有する者で、一定の学力を有し修

学の意欲が特に顕著な者をいう。 

 

コ 大学院設置基準第 14 条による教育方法の特例の実施 

 教育方法の特例（大学院設置基準第 14 条）には、「大学院の課程においては、教

育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期にお

いて授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる」と規

定され、社会人を含む学生の教育を受ける機会の多様化を推奨している。地域社会

と密接に関わる本学として、このような社会人の強い要望に応えるために、本研究

科設置にあたり、同教育方法の特例措置を下記のとおり実施する。（資料１２：学生

募集要項） 

（1）修業年限は、2 年間とする。時間割を平日夜間 2 講義、土曜日昼夜 5 講義によ

って編成し､これにより修了に必要な単位数を無理なく修得することが可能な

ため、修業年限は一般の学生と同じ 2 年とする。（資料６：履修モデル５、資

料７：時間割） 

（2）履修指導及び研究指導については、一般学生と同等に扱い、夜間その他の時間
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において行う。入学者に対し、必要に応じて、「北東アジアコミュニケーショ

ン基礎科目」の履修を指導する。 

（3）授業は、主として、夜間その他の時間において行う。また、必要に応じて、特

定の時期における集中講義等を開講する。この際、個別に学生と指導教員及び

教務委員が相談の上、科目担当教員の協力を得て、例えば時間割の調整等にお

いて組織的な対応を図る。それにより、特定教員への負担偏重が生じることの

ないように配慮しており、運営上特段の障害が生じることはない。 

（4）本学園が設置する北海学園大学では、4 学部に 2 部（夜間）を設置し、それら

を基礎とする研究科においては第 14 条特例を実施しており、いずれも大学院

設置基準で定める標準就業年限で、社会人に対し質の高い大学院教育を行って

いる。本学はそのような実績ある制度を踏襲する形で、大学院学生専用の講義

室 3 室、研究室（自習室）2 室及び資料室 1 室を整備し、大学院生用に 3 台の

コンピュータを設置するとともに、各机にパソコンが利用できるようにＬＡＮ

配線を整備し、研究環境の充実につとめ、快適な研究生活を行うことができる

ように配慮する。 

（5）本学の図書館は、他大学の図書館及び国立国会図書館をはじめ、公的機関とネ

ットワークが充実しており、本研究科が開設する平成 23 年度からは、平日及

び土曜日について、午後 10 時まで夜間利用が可能となる。 

（6）入学者選抜の概要については、前項ケ（5）に記載する。 

 

サ 管理運営 

 本学大学院においては、大学院学則及び商学研究科規則に基づき、大学院教授会

の代わりに大学院研究科委員会を設置し、学部教育の運営から一定の独立性を確保

して、大学院研究科委員会が大学院運営の主体になる。大学院研究科委員会のもと

に大学院教務委員会を置き、入試からカリキュラムの編成・実施、学生の厚生、研

究指導方法のあり方等の大学院教育に関わる実務を担当する。その他の必要な管理

運営については、大学院研究科委員会の議を経て、小委員会を設置する。 

 

シ 自己点検・評価 

 大学院教育における教育理念、社会的使命、教育目的に照らして、教育活動及び

研究活動の状況を自己点検し、評価する。このための「自己点検・評価委員会」を

設置し、自己点検・評価に関する実施計画の企画立案のみならず、実施体制の整備

とその方法についての規程を整備する。学部においては、すでに自己点検・評価を

担当する「教育方法改善委員会（ＦＤ委員会）」や「北海商科大学教育評価委員会」

が設置されているので、同委員会はこの学部の委員会と連携しながら、授業評価ア

ンケートなどを共同で実施し、教育研究活動の具体的目標に即して、その達成状況

を 2 年ごとに点検・評価し、報告書を作成し、公表する。この報告書について、上

記の教育評価委員会による評価を受ける。 

12 



13 

 大学における教育研究評価（学部を主とする）のほかに、大学院独自の具体的な

評価項目は、以下のとおりである。 

（1）大学院の教育目的の徹底化（明示方法を含めて） 

（2）大学院の教育研究組織とその運営（意志決定過程の明確性） 

（3）教育課程編成と教育方法（論文指導体制を含めて） 

（4）教員及び事務職員の配置と大学院運営における活性化の保障 

（5）学生支援体制（研究環境・施設設備等を含めて） 

（6） 教育研究環境の状況と社会連携 

 

ス 情報の提供 

 大学院における教育研究活動等に関する情報について、大学案内やホームページ

などにおいて、広く社会に提供する。また、社会連携を意識的に追求し、学部、研

究所、ハイナスなど学内外の研究教育機関と協力して、公開講座などの活動を実施

し、大学院の状況に関する情報提供を行う。公開すべき具体的情報項目は、以下の

とおりである。 

（1）教育研究上の理念や目的に関する事項 

（2）教育課程及び授業科目に関する事項 

（3）教育研究活動に関する事項 

（4）修了生の進路に関する事項 

（5）学生支援に関する事項 

  

セ 教員の資質の維持向上の方策 

 大学院教育における教育の理念・目的に照らし、各教員が本研究科の教育目標を

明確に認識して、教育内容や教育方法を不断に改善し、自らの研究の質を高めなが

ら、その目標を達成するための授業内容や授業方法の改善と向上を図るための大学

院全体での組織的取り組みを行う。また、個々の教員の研究活動を保障・支援する

ため、研究会や研修会を定期的かつ継続的に行い、教員の資質の維持向上を図る。

こうした方策を実行するための委員会を設置し、実施に関する規程の整備を行い、

共同研究体制を強化するために、以下に掲げる項目について、独自の組織的な取組

みを行う。 

（1）教育課程及び授業科目に関する研究会の実施 

（2）シラバスの作成方法に関する研究会の実施 

（3）教員相互による授業内容の調整を実施する定期的会合の開催 

（4）専任教員と兼任教員の定期的な連絡会の開催 

（5）共同研究体制の組織化と研究成果の公表（研究所の発行等） 

（6） 学部教育との連携を図る大学院独自の企画（学部生や院生を含めたワークシ

ョップ等の実施） 
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